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～神戸のファッション産業を応援！～
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●事業名

神戸ブランド・エールクーポン～神戸のファッション産業を応援！～

●事業目的

新型コロナウイルス感染症の影響など厳しい経営環境下にある地場産業を支援するため、神戸の地場産業の
事業者により製造され、神戸で販売される地場産品を対象とした割引クーポン（神戸ブランド・エールクーポン）
をWEBで発行し、地場産品の需要喚起、消費喚起を図ります。
クーポン利用者は30％割引で対象製品を購入でき、購買の増加が期待できます。

●スケジュール

神戸ブランド・エールクーポンの取り扱いができる事業者様を募集します。

・製造事業者及び製品登録受付開始：令和４年８月15日（月）

・販売店及び取扱製品登録受付開始：令和４年８月22日（月）

・製造事業者及び製品登録受付終了：令和５年１月15日（日）

・クーポン利用期間：令和４年９月15日（木）～令和５年２月15日（水）
※但し、本事業の予算が上限に達した時点で早期に終了する可能性がございます。

01｜事業概要



02｜事業スキーム
クーポン取扱事業者様

神
戸
市

委託

①対象製品の募集
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ポ
ン
利
用
者
（
（
購
入
者
）

製造事業者

卸売事業者 販売事業者

⑫利用実績確認

⑬割引額分振込

⑩店舗で
クーポン提示

⑪割引価格で
商品販売

(クーポン消込)

※卸売や小売から申請した場合
②対象製品申請

④製品認定通知

有識者
委員会

クーポン ポータルサイト

③対象製品及び店舗を認定
・事業者審査
・製品審査

⑦対象製品掲載

⑧利用者登録・クーポン取得

⑨クーポン発行

神戸ブランド・
エールクーポン事務局

販売店

⑤取扱製品申請

⑥認定通知



03｜事業全体の流れ

製造事業者様 販売店様 利用者様 クーポン利用・精算

①製造事業者登録

ページから事業者
登録

↓

②対象製品登録

ページから製品登録

↓

③事務局にて審査

↓

④承認製品にID付与

①販売店登録ページ

から店舗登録

↓

②取扱製品登録ペー

ジから製品登録

↓

③事務局より店舗キッ
ト送付

（店舗QRコード）

↓

④公式サイトに製品・
取扱店舗掲載

①利用者登録

↓

②購入する製品の
クーポン獲得

↓

③該当クーポン取扱

店舗に来店

①利用者が自身のス

マートフォンで店舗
QRコードを読み取り

↓

②利用者がクーポン画

面を店舗に提示し
消込

↓

③割引額で販売

↓

④販売店に割引額分
を振込



04｜クーポン利用の流れ



●ファッション産業関連製品とは

神戸洋服、アパレル、神戸靴、ケミカルシューズ（既製の革靴含む）、神戸洋家具、
真珠加工品、パン、コーヒー、スイーツ（和菓子含む）、清酒、神戸ワイン、
スポーツ用品、美容製品、それらに関係する製品

05｜各用語の定義・登録可能事業者

●大規模小売店舗について
大規模小売店で特設コーナー設置の場合は大企業が生産した商品も対象可能
とする。

●地場産業応援クーポンに登録できる事業者
下記①又は②の条件を満たす事業者
① 地場産業応援クーポンの対象製品を製造する事業者
② 市内で対象製品を販売している小売店等の事業者



06｜対象製品

①～④のいずれかを満たし、希望小売価格等が単品2,000円(税抜）以上のもの

① 神戸市内に本社をもつ中小企業又は個人事業主が製造・加工し、一般に
流通しているファッション産業関連製品。

② 神戸市内に立地する、中小企業又は個人事業主の工場・工房で製造・加工
した、一般に流通しているファッション産業関連製品。
但し、原則として神戸市内に限定して流通するものに限る。

③ 神戸市内に本社をもつ大企業が、神戸市内のサプライヤーからの部品(部材)
調達額の割合10％以上として製造するファッション産業関連製品。
市内サプライヤーからの部品（部材）調達は市内自社工場で内製したものを含む。

④ 神戸市内に立地する大規模小売店舗等が、神戸のファッション産業をPRする
特設コーナーを設置した場合に展示等された、神戸市内に本社をもつ企業が
生産したファッション産業関連製品・商品。但し、特設コーナーは概ね４業種
以上のファッション産業関連製品・商品から構成される物に限る。



07｜対象外製品

次のいずれかに該当するものは対象から除く

ア. 販売期間外のもの

イ . 神戸市内の店舗で購入できないもの

ウ. 試作品等、客観的な規格又は価格が定められていないもの

エ.  公序良俗に反するもの

オ. その他、神戸市が不適当と認めるもの



08｜対象業種一覧 1/2

製品 承認例 非承認例

神戸洋服
神戸本社の事業者が製造したオーダーメイド紳士服（スーツ、
ワイシャツ）

アパレル

洋服、帽子、子供服、ベビー服、靴下、ベルト、
アクセサリー等

下着

アパレルメーカー以外が作っている鞄、
靴下、ベルト、アクセサリー、宝飾品

神戸靴
神戸本社の事業者が製造したハンドメイド革靴
革靴＋シューズケア用品

ケミカルシューズ

(既製の革靴含む)

神戸本社の事業者が製造したケミカルシューズ
神戸本社の事業者が製造した革靴
革靴＋シューズケア用品

神戸洋家具 神戸本社の事業者が製造したハンドメイド家具

真珠加工品 天然真珠、養殖真珠を使用した宝飾品、ステーショナリー等 模造真珠を使用した製品

パン
製造・加工製品
2,000円以上のセット（対象製品で構成された特別セット含む）

店内飲食
合計2,000円以上という買い方

＊セット品は製品の全てが下記承認品の場合のみ承認
＊ご不明点があれば、コールセンターにお問い合わせください。



製品 承認例 非承認例

コーヒー
豆・粉、コーヒー飲料、コーヒー豆＋コーヒー器具、
2,000円以上のセット（対象製品で構成された特別セット含む）

店内飲食、コーヒー器具

スイーツ
(和菓子含む）

焼・生菓子、チョコ、ナッツ、
デザートチーズ、有馬の炭酸ソーダ、
2,000円以上のセット（対象製品で構成された特別セット含む）

店内飲食
合計2,000円以上という買い方

清酒 神戸市内の灘五郷で製造した清酒、清酒加工品、みりん 店内飲酒

神戸ワイン
神戸ワイン、神戸ぶどうジュース、

神戸ワイン及びぶどうの加工品、神戸ワイン＋ワイングラス
店内飲食、ワイン器具

スポーツ用品 ウェア、靴、用具、アウトドア用品

美容製品
神戸本社の事業者が製造した化粧品(頭髪化粧品を含む)､

美容器具
エステなどの美容サービス、健康食品、
サロンオリジナル製品

それらに関する製品

神戸産クラフトビール、神戸産焼酎・ウィスキー

紅茶(茶葉、ティーパック)、和服、鞄

対象製品事業者が製造した革小物

神戸ファッション協会加盟事業者が製造した製品（神戸市

市内中小企業に限る）

神戸牛、農水産物（こうべ旬菜）、
バター、須磨海苔

真珠加工品以外の貴金属製品

09｜対象業種一覧 2/2



10｜クーポンの利用条件

・利用者は、神戸市民に限定しない。

・割引額は、税抜希望小売価格等の30％とする。（セール品は除く）
※ただし、１製品当たりの割引上限額は３万円とする。

・クーポン割引きは、本体の税込価格からの割引きとする。
例）10,000円（税抜価格）の対象製品を3,000円の割引クーポンで購入する場合

11,000円（税込価格）ー 3,000円＝8,000円で購入

・１購入者当たりのクーポン利用上限額は３万円とする。

・１メーカー当たりのクーポン利用上限額を2,000万円とする。
※上限額に達したら、そのメーカーのクーポンは取得できなくなります。

・対象製品は、市内の「クーポン取扱店店頭（販売店舗）」で購入すること。
※オンラインショップでの購入は対象外とする。

・ユーザー登録者と購入者が同一であること。

・転売（仕入れ含む）目的の購入でないこと。

・他の自治体等から購入額全額に対して補助金が交付される場合でないこと。

・クーポン利用期間中（令和４年９月15日（木）～令和５年２月15日（水））に売買が成立すること。

・原則、返品・交換は不可。

・クーポンの有効期間は取得日含む3日間。（発行日を含む３日後の23:59まで）



●利用者対策

不正利用が疑われる場合、販売店舗様はクーポン利用時に利用者から免許証など身分証明書類の

提示を求め、クーポンに記載された氏名と照合してください。

例） 「明らかに同一人物と思われる方が違う名前で来店されたケース」

「明らかにクーポン利用３万円を超える買い物を複数回されているケース」

「性別・国籍等が利用者名から違うように思われるケース」

11｜事業者様へのお願い 1/3

●販売店舗対策

販売店舗登録時に「万が一不正が発覚した場合は損害賠償請求の対象となる」ことに同意いただきます。

●個人情報保護

製造事業者様・販売店舗様から、登録時に個人情報保護への同意をいただきます。

不正利用等防止対策



●登録時の注意事項

事業者初期登録時に担当者名、TEL、メールアドレス等を登録していただきます。その後に1製品毎に対象製品

申請していただきます。事務局での製品審査の際に不明点等が生じた場合の確認対応をお願いいたします。

対象製品申請は製品ごとに製品名称の表記（カナ、アルファベットの相違）、製品カテゴリー、型番・形式等、

入力項目にバラツキや重複が出ないようにお願いいたします。

なお、１事業者様からの製品登録上限は30品目とさせていただきます。

●卸売事業者様・販売事業者への周知

ご登録いただいた商品を扱っている卸売事業者様又は販売事業者様に、この事業に参加していること及び登録

した商品等を周知いただき、登録商品を販売している販売事業者様に店舗登録いただきますようアナウンスをお

願いいたします。製品登録の審査が完了したら、事務局より製品ID付与のメールをお送りしますので、卸売事業

者様又は販売事業者様に転送して周知してください。

12｜事業者様へのお願い 2/3

【製造事業者様へ】



●対象製品の販売価格

クーポン利用対象製品はセール品を除きます。製造事業者が登録した希望小売価格（税抜き）で販売してく

ださい。

●売買証憑の保管

事務局から売買を証する書類の提出を求める場合がございます。レシートや注文書等売買証憑を当事業期間

中保管してください。

13｜事業者様へのお願い 3/3

【販売店様へ】

●限定販売期間（催事等）

取扱製品登録ページの「営業時間」欄に、催事の販売期間を入力してください。クーポンシステムの店舗情報に

表示されます。

●情報端末のない方対応

スマートフォンをお持ちでないお客様から問合せがありましたら、コールセンター（0570-052-580 全日9:30～

17:30）にお問合せいただきますようご案内願います。



14｜参加事業者登録の流れ

製造事業者登録 製造事業者登録ページから事業者情報を入力して登録申請
https://204515cc.form.kintoneapp.com/public/kobebrand-
yell-coupon-maker-entry

（登録したメールアドレスに送信されるマイページURLからログイン）

対象製品登録 対象製品登録ページから製品情報を入力して登録申請

（登録内容を事務局で審査し、承認された対象製品にIDを付与）

販売店登録 販売店登録ページから店舗情報を入力して登録
https://204515cc.form.kintoneapp.com/public/kobebrand-
yell-coupon-store-entry

（登録したメールアドレスに送信されるマイページURLからログイン）

取扱製品申請 取扱製品申請ページから取扱製品を選択し登録

製造事業者 様

販売店 様



15｜製造事業者登録 1/2

④

⑤ ⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫

①

② ③

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

① 事業者区分 ○ ○法人　○個人　該当にチェック

② 従業員数（法人選択時のみ） ○ 「300人以下」　「300人超」　から選択

③ 資本金（法人選択時のみ） ○ 「3億円以下」　「3億円超」　から選択

④ 事業者分類 ○
１～４　該当にチェック
※いずれも該当しない事業者は登録できません

⑤ 事業者名 ○
「株式会社」等法人格は省略しないでください
入力は全角１００文字まで

⑥ 事業者名　ふりがな ○
「かぶしきがいしゃ」等法人格は省略しないでください
入力は全角ひらがな１００文字まで

⑦ 郵便番号 ○ ハイフンなしで入力

⑧ 都道府県 ○ 郵便番号から自動入力

⑨ 市区 ○ 郵便番号から自動入力

⑩ 町名 ○ 郵便番号から自動入力

⑪ 番地・号 ○

⑫ 建物名・部屋番号等



16｜製造事業者登録 2/2
⑬

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

⑬ ホームページURL

⑭ 当事業担当者名　姓 ○

⑮ 当事業担当者名　名 ○

⑯ 担当者名　姓　ふりがな ○ 入力は全角ひらがな

⑰ 担当者名　名　ふりがな ○ 入力は全角ひらがな

⑱ 担当者　TEL ○ ハイフン（-）ありで入力

⑲ 担当者　FAX ハイフン（-）ありで入力

⑳ 担当者　メールアドレス ○

入力は半角英数字記号のみ　@マーク必須
登録したメールアドレスにマイページのご案内をお送り
します。ログイン時はこのメールアドレスでの認証が必
要です。
※既に登録のあるメールアドレスで重複申請を行った
場合は認証エラーとなります。

㉑ 担当者　メールアドレス（確認） ○ 確認のためもう一度入力

㉒ 誓約事項 ○
記載の誓約事項に同意のうえ、「□ 誓約事項を確認し
ました」にチェック

⑭ ⑮

⑯ ⑰

⑱ ⑲

⑳

㉑

㉒



17｜対象製品登録

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

① 製品名称 ○
同一名称の製品はまとめて登録可能。但し、その場合
は最低価格に対する割引額が適用されます。
入力は１００文字まで

② 製品名称　ふりがな ○ 入力は全角ひらがな１００文字まで

③ 製品カテゴリー選択 ○ ファッション産業関連製品カテゴリーをリストから選択

④ 製品カテゴリー名 ○

「参加事業者向けガイド」 対象業種一覧の承認例や商
品分類表の製造品名を参考に、利用者がわかりやす
いように記入してください。
（商品分類表）
https://www.kkj-st.go.jp/supply/data/seizo_bunrui.pdf

⑤ 型番・形式等
複数の型番をまとめて登録する場合は備考欄に記載し
てください

⑥ 色・サイズ
色・サイズをご記入ください。
複数の型番がある場合は価格を含め記載してくださ
い。

⑦ 製品説明 ○
製品の説明を入力してください。
入力は全角200字まで

⑧ 製品ＵＲＬ

⑨ 希望小売価格（税抜き） ○
複数の型番がある場合は最低価格（税抜き）を記載し
てください。
3,000円未満は登録できません。

⑩ 製品画像
アップロード可能なファイルは.jpg .pngです(1MBまで)。
サイズはヨコ600px Ｘ タテ450pxにトリミングされます。

⑪ 希望小売価格の証明方法 ○

〇カタログやHP写し　〇WebサイトのURL  該当に
チェック
カタログやＨＰ写しはjpg .pngでアップロードしてくださ
い。

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
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① ②

③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

●製造事業者が登録した製品を販売している神戸市内にあるリアル店舗（クーポン事業期間限定店舗も含む）

⑩

⑪

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

① 店舗名 ○ 入力は全角１００文字まで

② 店舗名 ひらがな ○ 入力は全角ひらがな１００文字まで

③ 郵便番号 ○ ハイフンなしで入力

④ 都道府県 ○ 郵便番号から自動入力

⑤ 市区 ○ 郵便番号から自動入力

⑥ 町名 ○ 郵便番号から自動入力

⑦ 番地・号 ○

⑧ 建物名・部屋番号等

⑨ 店舗 TEL ○ ハイフン（-）ありで入力

⑩ 店舗 FAX ハイフン（-）ありで入力

⑪ 店舗 URL
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⑫ ⑬

⑭ ⑮

⑱

⑲

⑳

㉑

⑯ ⑰

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

⑫ 担当者名 姓 ○

⑬ 担当者名 名 ○

⑭ 担当者名 姓 ふりがな ○ 入力は全角ひらがな

⑮ 担当者名 名 ふりがな ○ 入力は全角ひらがな

⑯ 担当者 TEL ○ ハイフン（-）ありで入力

⑰ 担当者 FAX

⑱ 担当者 メールアドレス ○

入力は半角英数字記号のみ @マーク必須
登録したメールアドレスにマイページのご案内をお送りします。
ログイン時はこのメールアドレスでの認証が必要です。
※既に登録のあるメールアドレスで重複申請を行った場合は
認証エラーとなります。

⑲ 担当者 メールアドレス（確認） ○ 確認のためもう一度入力

⑳ 営業時間・限定販売期間 ○

営業時間入力例）
平日 10:00～20:00 土日祝 11:00～21:00

催事等で対象製品の販売期間が限定される場合は、販売期
間を記載してください。

入力例）限定販売期間：12月1日～12月31日

㉑ 定休日 ○ 該当にチェック
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㉙

㉚

㉒ ㉓

㉔ ㉕

㉖

㉗ ㉘

㉛

No. 入力項目 必須 入力方法・注釈

㉒ 金融機関コード ○ 入力は半角数字４桁

㉓ 金融機関名 ○

㉔ 支店コード ○ 入力は半角数字３桁

㉕ 支店名 ○

㉖ 口座種別 ○ ○普通 ○当座 該当にチェック

㉗ 口座番号 ○ 入力は半角数字７桁

㉘ 口座名義人 ○ 入力は全て全角のカタカナ・英数字・記号

㉙ 備考

㉚ 対象製品取扱い 確認事項 ○
製造事業者から対象製品取扱いの事前承認
を得たうえで確認事項にチェック

㉛ 誓約事項 ○
記載の誓約事項に同意のうえ、「□ 誓約事項
を確認しました」にチェック



21｜取扱製品申請

【取扱製品申請方法】

①取扱製品を検索

②製品リスト左側の青いアイコンをクリック

③選択した製品の登録ページに移行
内容を確認のうえ、右上の「取扱製品登録
はこちら」をクリック

④「確認」→「登録」で申請する

＊製造事業者様からメールなどで
届いている事業者IDや製品IDを参考に
検索願います。



22｜【製造事業者】 登録済み製品の修正・解除

①製造事業者マイページにログインし、

「登録済みの対象製品一覧」をクリック

②対象製品一覧ページから修正・解除する製品

の左のアイコンをクリック

③「対象製品情報修正・解除はこちら」をクリック

製造事業者マイページより登録済み製品の修正・登録解除が可能です。解除した品数の新規登録も可能です。

④修正・登録解除ボタンを選択し「確認」→修正・登録解除



23｜【販売店】 登録済み製品の解除

①販売店マイページにログインし、「登録済みの取扱製品一覧へ」をクリック ②取扱製品情報ページから修正・解除する製品の

左の青いアイコンをクリック

③「取扱製品解除はこちら」をクリック

販売店マイページより登録済製品の登録解除が可能です。

④解除ボタンを選択し「確認」→「解除」



24｜精算の流れ

●割引額分の入金

クーポンシステムから一定利用期間の実績データを抽出し、割引額分を販売店様に振込入金します。

（振込手数料の事業者様負担はございません。）

9月15日
～

10月15日

10月16日
～

11月15日

11月16日
～

12月15日

12月16日
～

1月15日

1月16日
～

2月15日

利用期間

振込期限 10月31日 11月30日 12月28日 1月31日 2月28日

※記載の振込期限までに振込手続きを完了します。

●利用実績確認

販売店様はクーポンシステムのマイページからクーポン利用実績を確認してください。

システムのデータと実際の利用実績に相違がある場合は、事務局までご連絡ください。



ご不明な点がございましたら、コールセンターまでお問合せください。

神戸ブランド・エールクーポン コールセンター

TEL:0570-052-580

全日 9:30～17:30 ※年末年始（12月29日～1月3日）を除く

本事業は、神戸ブランド・エールクーポン事務局（近畿日本ツーリスト株式会社神戸支店）が、神戸市からの
受託で運営しています。


